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第４８号議案説明資料 

芦屋市生活環境保全のための建築等の規制に関する条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（定義） （定義） 

第2条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

第2条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

(1) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和23年法律第122号）第2条第1項第4号に規定するぱちんこ屋

等（まあじゃん屋を除く。）及び同項第5号に規定するスロットマ

シン，テレビゲーム機その他の遊技設備を備える店舗等のゲーム

センターをいう。 

(1) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和23年法律第122号。以下「法」という。）第2条第1項第7号

に規定するぱちんこ屋等（まあじゃん屋を除く。）及び同項第8

号に規定するスロットマシン，テレビゲーム機その他の遊技設備

を備える店舗等のゲームセンターをいう。 

(2)～(4) （省略） (2)～(4) （省略） 



風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
　 　法律の一部を改正する法律の概要
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○

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

目
次第

一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
四
章

性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
等
の
規
制

第
一
節

性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
の
規
制

第
二
節

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
等
の
規
制
等

第
一
款

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
規
制
等
（
第

三

十

一

条

の

二

十

二

―

第

三

十
一
条
の
二
十
五
）

第
二
款

深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
の
規
制
等

（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
四
条
）

第
三
節
～
第
五
節

（
略
）

第
五
章
～
第
七
章

（
略
）

附
則

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
風
俗
営
業
」
と
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
営
業
を
い
う
。

一

キ
ヤ
バ
レ
ー
、
待
合
、
料
理
店
、
カ
フ
エ
ー
そ
の

他
設
備
を
設
け
て
客
の
接
待
を
し
て
客
に
遊
興
又
は

飲
食
を
さ
せ
る
営
業

二

喫
茶
店
、
バ
ー
そ
の
他
設
備
を
設
け
て
客
に
飲
食

を
さ
せ
る
営
業
で
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
営
業
所
内
の
照
度
を
十
ル

ク
ス
以
下
と
し
て
営
む
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
営

業
と
し
て
営
む
も
の
を
除
く
。）

三
～
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
接
待
飲
食
等
営
業
」
と
は
、

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
営
業
を
い
う
。

５
～

（
略
）

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
」
と

は
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
そ
の
他
設
備
を
設
け
て
客
に
遊
興

を
さ
せ
、
か
つ
、
客
に
飲
食
を
さ
せ
る
営
業
（
客
に
酒

類
を
提
供
し
て
営
む
も
の
に
限
る
。
）
で
、
午
前
六
時
後

翌
日
の
午
前
零
時
前
の
時
間
に
お
い
て
の
み
営
む
も
の

以
外
の
も
の
（
風
俗
営
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

を
い
う
。

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
」

改

正

後

目
次第

一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
四
章

性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
等
の
規
制

第
一
節

性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
の
規
制

第
二
節

深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
の
規
制
等

（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
四
条
）

第
三
節
～
第
五
節

（
略
）

第
五
章
～
第
七
章

（
略
）

附
則

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
風
俗
営
業
」
と
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
営
業
を
い
う
。

一

キ
ヤ
バ
レ
ー
そ
の
他
設
備
を
設
け
て
客
に
ダ
ン

ス
を
さ
せ
、
か
つ
、
客
の
接
待
を
し
て
客
に
飲
食
を

さ
せ
る
営
業

二

待
合
、
料
理
店
、
カ
フ
エ
ー
そ
の
他
設
備
を
設
け

て
客
の
接
待
を
し
て
客
に
遊
興
又
は
飲
食
を
さ
せ
る

営
業
（
前
号
に
該
当
す
る
営
業
を
除
く
。）

三

ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
そ
の
他
設
備
を
設
け
て
客
に
ダ

ン
ス
を
さ
せ
、
か
つ
、
客
に
飲
食
を
さ
せ
る
営
業
（
第

一
号
に
該
当
す
る
営
業
を
除
く
。）

四

削
除

五

喫
茶
店
、
バ
ー
そ
の
他
設
備
を
設
け
て
客
に
飲
食

を
さ
せ
る
営
業
で
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
客
席
に
お
け
る
照
度
を

十
ル
ク
ス
以
下
と
し
て
営
む
も
の
（
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
営
業
と
し
て
営
む
も
の
を
除

く
。）

六
～
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
接
待
飲
食
等
営
業
」
と
は
、

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
営
業
を
い
う
。

５
～

（
略
）

改

正

前
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と
は
、
第
三
十
一
条
の
二
十
二
の
許
可
又
は
第
三
十
一

条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
一
項
、
第

七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
七
条
の
三
第
一
項
の

承
認
を
受
け
て
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
を
営
む
者
を

い
う
。

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
接
客
業
務
受
託
営
業
」
と
は
、

専
ら
、
次
に
掲
げ
る
営
業
を
営
む
者
か
ら
委
託
を
受
け

て
当
該
営
業
の
営
業
所
に
お
い
て
客
に
接
す
る
業
務
の

一
部
を
行
う
こ
と
（
当
該
業
務
の
一
部
に
従
事
す
る
者

が
委
託
を
受
け
た
者
及
び
当
該
営
業
を
営
む
者
の
指
揮

命
令
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。）
を
内
容
と
す
る
営
業
を

い
う
。

一
・
二

（
略
）

三

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業

四

飲
食
店
営
業
（
設
備
を
設
け
て
客
に
飲
食
を
さ
せ

る
営
業
で
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

百
三
十
三
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

て
営
む
も
の
を
い
い
、
前
三
号
に
掲
げ
る
営
業
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
バ
ー
、

酒
場
そ
の
他
客
に
酒
類
を
提
供
し
て
営
む
営
業
（
営

業
の
常
態
と
し
て
、
通
常
主
食
と
認
め
ら
れ
る
食
事

を
提
供
し
て
営
む
も
の
を
除
く
。
以
下
「
酒
類
提
供

飲
食
店
営
業
」
と
い
う
。）
で
、
午
前
六
時
か
ら
午
後

十
時
ま
で
の
時
間
に
お
い
て
の
み
営
む
も
の
以
外
の

も
の

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
接
客
業
務
受
託
営
業
」
と
は
、

専
ら
、
次
に
掲
げ
る
営
業
を
営
む
者
か
ら
委
託
を
受
け

て
当
該
営
業
の
営
業
所
に
お
い
て
客
に
接
す
る
業
務
の

一
部
を
行
う
こ
と
（
当
該
業
務
の
一
部
に
従
事
す
る
者

が
委
託
を
受
け
た
者
及
び
当
該
営
業
を
営
む
者
の
指
揮

命
令
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。）
を
内
容
と
す
る
営
業
を

い
う
。

一
・
二

（
略
）

三

飲
食
店
営
業
（
設
備
を
設
け
て
客
に
飲
食
を
さ
せ

る
営
業
で
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

百
三
十
三
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

て
営
む
も
の
を
い
い
、
接
待
飲
食
等
営
業
又
は
店
舗

型
性
風
俗
特
殊
営
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以

下
同
じ
。）
の
う
ち
、
バ
ー
、
酒
場
そ
の
他
客
に
酒
類

を
提
供
し
て
営
む
営
業
（
営
業
の
常
態
と
し
て
、
通

常
主
食
と
認
め
ら
れ
る
食
事
を
提
供
し
て
営
む
も
の

を
除
く
。
以
下
「
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
」
と
い
う
。）

で
、
日
出
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
の
時
間
に
お
い
て

の
み
営
む
も
の
以
外
の
も
の

13 

11 

4
8
-
4
 


